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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

板硝子協会（FGMAJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格

を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格

である。これによって，JIS R 3109:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法 

Glass in building-Destructive-windstorm-resistant security glazing- 

Test method 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 3 版として発行された ISO 16932 を基とし，技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。また，技術上重要な改正に関する旧規格（JIS 

R 3109:2018）との対照表を，附属書 JB に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，破壊的な暴風による飛来物の脅威に対する建築用の防災ガラス（以下，建築用防災ガラス

という。）の耐力を判定するための試験方法について規定する。この規格は，台風などに伴って生じる基本

風速 30 m/s 以上の強風に対して，ガラスに開口などが生じるか否かについての判定に適用し，基本風速が

48 m/s を超える暴風の場合には，適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 16932:2020 ， Glass in building － Destructive-windstorm-resistant security glazing － Test and 

classification（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 6253-2 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方－第 2 部：国際ゴム硬さ（10 IRHD～100 

IRHD） 

注記 1 対応国際規格における引用規格：ISO 48-2，Rubber, vulcanized or thermoplastic－Determination 

of hardness－Part 2: Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD 

注記 2 対応国際規格における引用規格の引用事項に相当する内容を規定している JIS に置き換え

た。 

  


